
次期防衛装備品等調達システムの整備に関する事業に関する

情報提供企業の募集 

 

防衛装備庁は、次期防衛装備品等調達システムの整備に関する事業の内容等

を検討するに当たり、以下のとおり、情報提供を行う意思のある企業を募集しま

すので、ご協力をお願いします。 

 

 

令和８年４月１日 

防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 

 

 

１．募集の目的 

防衛装備庁では、防衛装備庁調達事業部が実施する防衛装備品等の調達 （以

下「中央調達」といいます。）を処理する情報システムとして、令和７年５月

から、防衛装備品等調達システム（以下「ＤＥＰＳ」といいます。）を全面運

用開始しており、現在運用中のＤＥＰＳは、現時点で令和１２年１０月末を換

装時期として予定しているところです。 

防衛装備庁では、今後ますます防衛調達の規模が増大していくことが予想さ

れる中、中央調達の業務を次期事業以降においても継続して円滑に処理するた

め、現在のＤＥＰＳで使用しているソフトウェア （プログラム）を引き継いで

運用する場合の次期ＤＥＰＳ事業の進め方について検討を行っているところ

です。 

ついては、この検討の資とするため、第３項の情報提供依頼内容について必

要な知見、能力を有する企業のうち、本検討に関する情報を提供する意思のあ

る企業（以下「情報提供企業」という。）を募集することといたしました。 

 

２．情報提供企業の要件 

情報提供企業となる要件は、以下を全て満たすこととします。 

なお、現在のＤＥＰＳ事業に参画しているかどうかは問いません。 

(1) 次期ＤＥＰＳ事業の全部又は一部について情報提供が可能な知見や能力

を有していること。 

(2) 元請負者 ・下請負者の別を問わず、次期ＤＥＰＳ事業への参画の意思又は

参画のための積極的な検討を行う意欲があること。 



(3) 提供する情報の内容について、必要に応じて防衛装備庁長官官房総務官

付情報システム管理室（以下「情報システム管理室」という。）及び現在の

ＤＥＰＳ事業の事業管理支援事業者と内容の確認や所要の追加修正等を行

うためのヒアリングに応じることができること。 

  

３．情報提供依頼内容 

防衛装備庁で検討している次期ＤＥＰＳ事業の進め方のうち、ひとつの案で

ある 「現在のＤＥＰＳ事業で使用しているソフトウェア （プログラム）を承継

して運用維持いただける企業を探す」検討を行うにあたり、まずは他社製造の

ソフトウェア （プログラム）を承継する場合に必要となる条件 （技術面、仕様、

環境、ドキュメント、契約条件等）について広く情報提供を依頼いたします。 

細部の内容は別資料にて示しますので、本件情報提供依頼に興味関心のある

企業は、次項に示す「情報提供意思表明書」（別紙）を第６項に示す担当窓口

のメールアドレスに送信ください。 

 

４．応募方法及び今後の進め方 

(1) 情報提供する意思のある企業は、「情報提供意思表明書」 （別紙）を、担当

窓口のメールアドレスにご提出ください。なお、 「情報提供意思表明書」 （別

紙）は、第２項 「情報提供企業の要件」に示す情報提供企業の要件を全て満

たすことを誓約する書面を兼ねるものとして取り扱います。 

(2) 提出後、担当窓口より、依頼内容について細部を示した資料等を送付いた

しますので、それを熟読の上、令和８年５月８日 （木）１７時までに情報提

供をお願いします。 

(3) 資料及び回答に関する疑義等は、担当窓口にお問い合わせください。 

(4) 担当窓口にて情報提供を受領後、第２項第３号に示すヒアリングの日時

について連絡します。なお、対話は対面 ・オンラインのいずれでも選択可能

です。 

 

５．その他 

(1) 本情報提供依頼は、次期ＤＥＰＳ事業の実施を確約するものではありま

せん。 

(2) 本情報提供依頼への回答は、将来における事業の契約業者選定に影響を

与えるものではありません。 

(3) 本募集に関して要する費用は、本募集に応じた企業の負担とします。 



(4) 本募集に関して使用する言語は日本語、金額の記載がある場合、その単位

は日本円とします。 

(5) 本情報提供依頼に基づき回答し、企業側が情報システム管理室に提供す

る情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 （平成１１年

法律第４２号）による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを

制限した内容を除き、開示することを前提とします。ただし、防衛省以外へ

の開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記すること

により、情報提供企業の許可なく開示することはありません。 

(6) 企業側が情報システム管理室に提供する情報提供書は返却いたしません。

また、情報提供書の内容及び第２項第３号に示すヒアリングで交わされた内

容について、情報システム管理室及び現事業の事業管理支援事業者は、次期

ＤＥＰＳ事業の検討に用いる以外の用途には使用しません。 

 

 ６．担当窓口 

〒１６２－８８７０ 東京都新宿区市谷本村町５－１ 

防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 

桒嶋、岡村、戸ヶ崎、山口 

電話番号：03-3268-3111（代表） 

（内線）32508、32510、32505 

メールアドレス：kuwajima.atsushi.tl@atla.mod.go.jp 

         okamura.tomohiro.fn@atla.mod.go.jp 

         togasaki.junichi.an@atla.mod.go.jp 

         yamaguchi.shosei.zq@atla.mod.go.jp   



     別紙 

防衛装備庁長官官房総務官付 

情報システム管理室 殿 

 

所在地 

企業名 

代表者 

 

 

情 報 提 供 意 思 表 明 書 

 

 

当社は、 「次期防衛装備品等調達システムの整備に関する事業に関する情報提

供企業の募集」第２項 「情報提供企業の要件」を全て満たし、次期防衛装備品等

調達システムの整備に関する事業に関する情報提供の意思がありますので、意

思表明します。 

 

 

１ 企業名 

 

２ 所在地 

 

３ 担当者所属・氏名 

 

４ 電話番号 

 

５ 電子メールアドレス 

 

６ その他特記事項 

 


